
 

 

議 案 第 ２ ７ 号 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 度 

 

 

山 都 町 水 道 事 業 会 計 予 算 



令和２年度 山都町水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和２年度山都町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給水戸数 ４，９００ 戸 

（２）年間給水量 １，０８１，１３０ ㎥ 

（３）一日平均給水量 ２，９６２ ㎥ 

（４）主要な建設改良事業     市街地老朽管布設替工事 １０，０００ 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収    入 

第１款 水道事業収益 ４５３，０４５ 千円 

第１項 営業収益 １７４，４２９ 千円 

第２項 営業外収益 ２７８，６１３ 千円 

第３項 特別利益 ３ 千円 

 

支    出 

第１款 水道事業費用 ３８８，５２６ 千円 

第１項 営業費用 ３５０，６５１ 千円 

第２項 営業外費用 ２９，４８７ 千円 

第３項 特別損失 ４，３８８ 千円 

第４項 予備費 ４，０００ 千円 

 



（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

１７４，０５５千円は、当年度分損益勘定留保資金ならびに過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。 

 

収    入 

第１款 資本的収入 ２，８２４ 千円 

第１項 企業債 １ 千円 

第２項 出資金 ２，５１２ 千円 

第３項 負担金 ３０９ 千円 

第４項 国庫（県）補助金 １ 千円 

第５項 固定資産売却代金 １ 千円 

 

支    出 

第１款 資本的支出 １７６，８７９ 千円 

第１項 建設改良費 ２１，２２７ 千円 

第２項 企業債償還金 １５１，６５２ 千円 

第３項 予備費 ４，０００ 千円 

 

（特例的収入及び支出） 

第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未 

収金及び未払金の金額は、それぞれ４，０００千円、４，０００千円である。 

 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

 

（議会の議決を経なければ流用することの出来ない経費） 

第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその 

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 



 

（１）職員給与費 ６８，３４４千円 

 

（他会計からの補助金） 

第７条 水道事業に助成するため山都町一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２０５，９８６千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、２，７００千円と定める。 

 

 

令和 ２ 年 ３ 月 ９ 日 提  出 

 

山 都 町 長 梅 田  穰 

 

令和 ２ 年 ３ 月   日 議  決 
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